
令和３年９月２４日  

保護者の皆様へ 

郡山市立柴宮小学校長 松原  強  

 

新型コロナウイルス感染拡大に係る対応について 

  

保護者の皆様におかれましては、8月 23日から適用を受けた「まん延防止等重点措置区

域」の対応について、御理解と御協力をいただいていることに心から感謝申し上げます。 

さて、郡山市は 9月 23日（木）をもって「まん延防止等重点措置区域」が解除され、感

染拡大防止のための基本対策をとることが示されたことから、本校におきましては、次のと

おり対応いたします。 

つきましては、今後におきましても、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 
記 

 

１ 令和３年９月 24日（金）から 10 月３日（日）まで（移行期間） 

 〇 現在の「まん延防止等重点措置」期間中の対応を継続します。 

 〇 土・日曜日の部活動につきましては、準備や片付けを除いた活動時間を２時間程度と

し、練習試合や合同練習会等は、可能な限り感染症対策を行った上で実施します。 

 

２ 令和３年 10月４日（月）以降の対応について 

 〇 「まん延防止等重点措置」期間中の対応を解除し、可能な限り感染症対策を行った上

で、通常の教育活動を実施します。 

 

３ 保護者の皆様へのお願い 

 〇 引き続き、家庭での検温等の健康観察を徹底し、発熱等の風邪の症状があるときには

学校を休ませてください。 

 〇 同居する家族に発熱等の症状がみられる場合や、ＰＣＲ検査を受けた場合は結果が

出るまで、登校を控えさせてください。 

【柴宮小独自のお知らせについて】 

○  本校では、『10月 16日（土）に運動会』を計画しています。現在のところ、午前

中の実施で、感染対策を講じながら各ご家庭１名までの参観で検討しています。 

ただし、今後の感染のひろがりの状況等を見つめ、１０月１日（金）に最終判断を

考えております。保護者のみなさまには、マチコミメールを活用してお知らせする予

定です。引き続き、お子さまの感染対策に、ご理解とご協力をお願いいたします。 

○  校庭や体育館等の学校施設利用団体様への貸し出しにつきましては、感染対策に万

全を期していただきながら、９月２５日（土）から１０月３日（日）までを解放しま

す。学校利用団体様は、施設利用の方のお名前と検温の把握を確実にお願いいたしま

す。場合によっては、後ほど学校へ名簿と検温結果を提出していただく場合もありま

す。１０月４日（月）から運動会実施日までは、諸準備のため、利用をお断りします。 

（事務担当 教頭 増子 健一） 


